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参加者募集参加者募集
問保健センター☎線827

　お持ちのスマートフォンにウォーキングアプリ「ALKOO」
をダウンロードし、取り組みに参加することで、自動的に歩数
を計測、アプリ内で歩数データなどを見ることができるサービ
スです。
　歩数に応じて「マイレージポイント」をためることができ、ポ
イントに応じて抽選でデジタルギフトなどの賞品が当たります。

①スマートフォンに「ALKOO」アプリをダウンロー
ド（右の２次元コードから配信ストアにアクセスでき
ます）
②トップのバナーから登録画面へ
③必要事項を入力すると登録完了

　「ALKOO」に参加することで、市の独自事業「ハッピーこ
まちゃん健康ポイント」にも追加の手続きなしで参加できます。
歩数に応じたポイントに加え、検（健）診の受診や健康に関す
るイベントへの参加でポイントがたまり、年に１回抽選で市の
特産品などの賞品が当たります。

コバトンＡＬＫＯＯマイレージとは？

参加方法

八潮市独自事業「ハッピーこまちゃん健康ポイント」八潮市独自事業「ハッピーこまちゃん健康ポイント」

iPhoneの
方はこちら

Andoroidの
方はこちら

計画の基本理念・・・　「こどもも 親も 輝けるまち やしお」「こどもも 親も 輝けるまち やしお」
　「こどもたち自身が自ら育ち」そして「親自身も子育てを通じて育ち・育てられる」という考えにより、「こどもも 親も 輝けるまち や
しお」を基本理念として掲げ、こどもの権利を尊重していくことを念頭に、家庭や教育機関、地域社会と協働しながら、こどもの育ち
を市全体で支援します。

こどもの権利って？・・・

こんな施策を進めます

　詳しくは、市ホームページをご覧になるか、コール
センターへお問い合わせください。

進学に向けた受験料補助金進学に向けた受験料補助金
　子どもの学習支援事業に登録しているひとり親家庭などや低所得世帯の
児童の進学に向け、大学等受験料、模擬試験受験料の一部を補助します。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

補助の概要
①大学等受験料支援
内大学、短期大学、専修学校（専門課程に限る）および
高等専門学校（４年次編入に限る）を受験する際に必要
な費用（受験料）の補助※１人１回
高校３年生など：１人あたり上限５３，０００円
②模擬試験受験料支援
内中・高校生の受験に向けた、模擬試験を受けるために
必要な費用（受験料）の補助※１人各１回
中学校３年生：１人あたり上限６，０００円
高校３年生など：１人あたり上限８，０００円

問子育て支援課☎線8０９

―共通―
対申請日時点で、次のすべてに該当する方
▼生活困窮者自立支援法に基づき、本市が実施する「子どもの学習支援事
業」に登録している児童を扶養している方▼ひとり親家庭などで児童扶養
手当の受給者と同等の所得水準または住民税の非課税世帯▼過去に、対象
となる児童が同一の補助金を受けていないこと
持▼補助対象となる経費の内容、金額が確認できる領収書などの写し▼印
鑑▼申請者名義の預貯金通帳など▼その他市長が必要と認める書類
申令和８年３月３１日までに、子育て支援課窓口へ
※予算枠に達し次第締め切り
※申請者と対象となる児童が別世帯の場合は、お問い合わせください。

◆こどもの誕生から乳幼児期まで
⃝妊娠前から子育て期までの切れ目ない支援（保健・医療）
⃝多様なニーズに応じた保育サービスの充実
◆学童期・思春期
⃝こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育
⃝いじめの積極的な認知と早期対応、教育相談の充実
◆若者支援
⃝未来を切り拓

ひら

くこども・若者の応援
⃝就業情報の充実、若年者の就業支援

ライフステージ別の支援

◆こどもの権利擁護・意見の反映
⃝こども・若者が意見を表明しやすい環境整備と機運の醸成
◆居場所づくり、社会的活動の参画支援、貧困及び虐待等配慮を要
するこどもへの支援
⃝こども同士が相互に学び合い、社会性を身に付ける機会の提供
◆こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
⃝防犯・交通安全対策、防災対策等を推進
◆こども・若者、子育てにやさしい社会づくりの推進
⃝こどもや子育て当事者の目線に立ち、良好な生活環境の確保を推進

ライフステージを通した施策

コールセンター☎0570－015566
受付＝月～金曜日（祝日を除く）　午前9時～午後５時

すべてのこどもの
命が守られること

生きる権利

  持って生まれた能力を十分に伸ばして成
長できるよう、医療や教育、生活支援な
どを受け、友達と遊んだりすること

育つ権利

暴力や詐取、有害な
労働などから守られ
ること

守られる権利

自由に意見を表した
り、団体を作ったり
できること

参加する権利

１面 か らの 続き 計画期間…令和７年度から１１年度までの５年間

　こどもは、一人ひとりがかけがえのない存在であり、生まれながら平等に育つ権利を持ってい
ます。こどもが持つ基本的な権利を、大人たちは守っていけるよう支援する必要があります。


